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５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・ ・

・ ・

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。

前年度の水準に留まった。 ○

市民の利便性や事業の効率性が、
日曜・祝日に内科応急診療を実施し、休日における応急診療
体制を確保した。

コロナ禍において、市医師会の協力を得ながら電話医療相談
事業を実施し、市民の受診への不安軽減を図った。

新型コロナウイルス感染症の感染が続く中でも、安
全に診療を行う必要がある。

コロナ禍にあっても休日の応急診療を実施することができる
よう、感染防止対策に必要な設備や物品を備えたうえで、診
療体制を確保する。

市立川西病院閉院後における北部地域への応急診療
所機能の移転に向けて、準備を進める必要がある。

令和4年9月からの予定としている閉院後の市立川西病院施設
を使った休日診療の実施に向けて、市医師会や関係機関と準
備を進める。

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えに連動して、応急診療所の受診者数も増減した。

〇電話医療相談の実施
 実施日：緊急事態宣言発令期間中の日曜・祝日、年末年始

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

期間 相談数（人）
令和2年5月3日～6日 28
令和2年5月10、17日 9
令和2年12月30日～令和3年1月3日 79

計 116
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５．担当部長による自己評価及び今後の方向性等

・

・
 

・

・ ・

・ ・

・

令和元年度に試行実施したLINE相談を本格的に実施し、対面
によらない相談手法により、相談者の負担を軽減するととも
に、新型コロナウイルス感染症対策に寄与した。

前年度の水準を下回った。

大きく向上した。

向上した。 ○

前年度の水準に留まった。

市民の利便性や事業の効率性が、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減り、
生活に困っている市民に対する総合相談窓口を開設し、相談
体制を強化した。
緊急経済対策として川西テイクアウトクーポンを無償配布
し、支援が必要な子どもが属する世帯に対する支援を行っ
た。

複合的な問題に関する相談には、重層的な支援体制を
構築し、切れ目のない支援ができるよう、関係機関や
庁内各所管課との連携・調整が必要である。

重層的な支援体制構築に向け、総合的・重層的相談支援体制
等検討チームおよび協議体を設置し検討を重ねていく。

任意事業である家計改善事業や子どもの学習・生活支
援事業を実施し、適切な支援を行う必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者に対する
支援を強化するため、相談支援兼就労支援員及び臨床心理士
を増員し、相談体制を充実させる。
債務や滞納を抱えている困窮者に対して、家計改善支援事業
を活用し、生活の再生に向けた支援を実施していく。

 ②住居確保給付金の支給
  ・離職及び収入の減少により住宅を失ったまたは失うおそれのある生活困窮者に対し、家賃相当の
  「住居確保給付金」(有期)を支給した。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、支給件数が
   大幅に増加した。

 
 

 ③コロナ渦における生活困窮者に対する取組について
  ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減り、生活に困っている市民に対する窓口として、
   くらしとしごとの総合相談窓口を開設した。
    ○実施期間 令和2年4月20日から令和2年8月31日まで

  ・支援が必要な子どもが属する世帯に対し、緊急経済対策として川西テイクアウトクーポンを無償で
   配布した（1冊 2,500円分）。
    ○実施期間 令和2年6月19日から令和2年8月31日まで
    ○実施結果 配布数 2,322冊

事業の課題 令和3年度以降における課題解決に向けた方向性

事業目的に対する自己評価
左記の具体的説明

給付金 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2
のべ人数 40 8 5 2 577
支給額 1,642千円 320千円 256千円 76千円 23,505千円
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